
　平成２６年度西東京市の介護保険特別会計予算は、次に定めるところによる。

　(歳入歳出予算)

第１条　歳入歳出予算の総額は、歳入歳出それぞれ14,086,782千円と定める。

２　歳入歳出予算の款項の区分及び当該区分ごとの金額は、「第１表　歳入歳出予算」による。

　(債務負担行為)

　及び限度額は、「第２表　債務負担行為」による。

　(一時借入金)

　1,000,000千円と定める。

　(歳出予算の流用)

　ることができる場合は、次のとおりと定める。

　　　の間の流用

平成２６年２月２８日  提出

西東京市長　　丸　山　浩　一

第４条 地方自治法第220条第２項ただし書の規定により歳出予算の各項の経費の金額を流用す

(１) 保険給付費各項に計上した予算額に過不足を生じた場合におけるこれらの経費の各項

第３条 地方自治法第 235条の３第２項の規定による一時借入金の借入れの最高額は、

平成２６年度西東京市介護保険特別会計予算

第２条 地方自治法第214条の規定により債務を負担する行為をすることができる事項、期間
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第１

歳

1 国 庫 負 担 金

　

2,382,535

入

2 国 庫 補 助 金 621,924

3 支 払 基 金 交 付 金 3,895,484

1 支 払 基 金 交 付 金 3,895,484

4 都 支 出

款

金 2,013,209

表

項

1 都 負 担 金

金

1,963,689

　

2 財 政 安 定 化

　

基 金 交 付 金 1

　

3 都 補 助 金 49,5

　

19

5 財 産

額

収 入 141

 

1 財 産 運 用 収 入 141

(

6 繰 入 金 2

単

,336,499

　

位

1 一 般 会 計 繰 入

:

金 2,140,579

千

2 基 金 繰 入

円

金 195,920

)

7 繰 越 金 1

2

1 繰 越 金 1

-

8 諸 収 入 930

 

1 延 滞 金 加

 

算 金 及 び 過 料 2

 

2 市 預 金 利 子 1

歳

-

3 雑 入 927

款 項 金　　　　額

 (単位:千円)

3-   -

歳　　入　　合　　計 14,086

1

,782

歳　出保

款 項 金　　　　

険

額

 (単位:千円)料

1 総 務 費 41

入

2

1,321

,

1 総 務 管 理 費 224,

8

813

2 賦

3

課 徴 収 費 17,458

6

3 介 護 認 定

,

審 査 会 費 156,98

0

8

4 趣 旨 普

5

及 費 4,421

9

5 運 営 協 議 会 費 6,872

6

歳

地 域 密 着 型 サ ー ビ ス 等 769

運 営 委 員 会 費

2 保 険 給 付 費 13,372

1

,995

1

介

介 護 サ ー ビ ス 等 諸 費 1

護

2,458,540

保

2 介 護 予 防 サ

険

ー ビ ス 等 諸 費 606,

料

083

3 そ

出

2

の 他 諸 費 17,774

,

4 高 額 介 護

8

サ ー ビ ス 等 費 251,

3

598

5 高

6

額 医 療 合 算 39,00

,

0

介 護 サ ー ビ

0

ス 等 費

3 地

5

域 支 援 事 業 費 273,

9

582

1 介 護 予 防 事 業 費 60,5

予

19

2 包 括 的 支 援 ・ 任 意 事 業 費 213,063

4 基 金 積 立 金 20,

2

765

1 基

国

金 積 立 金 20,765

庫 支 出 金

算

3,004,459



　

金 1

7 予 備

　

費 2,500

　

1 予 備 費 2,500

額

歳　　出　

 

　合　　計 14,08

(

6,782

単位:千円)

4-   -

5 公 債 費 1,617

1 公 債 費 1,617

款

6 諸 支 出 金 4,00

項

2

1 償 還 金

金

及 び 還 付 加 算 金 4,0

　

01

2 繰 出



第２

等 リ ー ス 料
平成２７年

(

度から
平成３１年度ま

単

で
251

位：千円)

表

事     

　

    項 期    

債

 間 限    度  

務

  額

－ 5 －

情 報

負

シ ス テ ム 再 構 築 委 託 料

担

平 成 ２ ７ 年 度 317

行為

事 務 機 器
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